
当院では、厚生労働省のルールに基づき、

受診のたびに保険資格の確認を行っております。

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

① 医療データをマイナ保険証で管理し、
    他院様との重複処方や誤った治療を回避するため

② 月の途中でも転職や引っ越し、扶養の変更等で
    保険資格が変わることがあるため

上記の理由から健康保険法施行規則第53条等で
受診ごとの提示が定められてます。

資格が切れたまま診療すると、想定外の医療費負担が

発生してしまう恐れがございます。

安全で正確な医療を提供するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

マイナ保険証ご提示のお願い
CHOUCHOU LADIES CLINIC


